
第２回「かごしまの先生」魅力発信検討委員会 

 

（日時）  令和６年１０月２１日（月） 午後１時から午後３時まで 

（場所）  自治会館４０３号室 

 

 

１  開会 

 

２  県内学生と委員との意見交換会 

   ・  教職の魅力・やりがい 

・  教職への期待や不安    等 

 

３  意見交換・協議 

 

４  閉会 

 

 

鹿児島県教育委員会 



「かごしまの先生」魅力発信検討委員会設置要綱

（設 置）

第１条 「かごしまの先生」の魅力発信や学校における働き方改革の推進のための方策等

について審議するために，「かごしまの先生」魅力発信検討委員会（以下「委員会」と

いう。）を設置する。

（所掌事務）

第２条 委員会の所掌事項は，次のとおりとする。

⑴ 「かごしまの先生」の魅力発信や学校における働き方改革の推進等に関すること。

⑵ 「かごしまの先生」の魅力発信に関する提言を行うこと。

（組 織）

第３条 委員会は，別紙の外部の有識者もつて構成する。

（委員長）

第４条 委員会に委員長を置き，委員の互選によりこれを定める。

２ 委員長は，会務を総理し，委員会を代表する。

３ 委員長に事故あるとき又は不在のときは，あらかじめ委員長の指名する者がその職務

を代理する。

（会 議）

第５条 委員会の会議（以下「会議」という。）は，委員長が招集する。

２ 委員長は，会議の議長となり，議事を整理する。

３ 委員長は，委員以外の者を会議に参加させ，意見を聴取することができる。

（庶 務）

第６条 委員会の庶務は，教育庁教職員課において処理する。

（委 任）

第７条 この要綱に定めるもののほか，必要な事項は委員長が定める。

附 則

この要綱は，令和６年８月26日から施行する。



 

「かごしまの先生」魅力発信検討委員会について 

 

 

 

１ 目的 

教員の採用倍率が低迷し，臨時的任用教員のなり手不足も深刻化している

中，教職員の働き方を見直し，働きがいを高めていくとともに，本来の教職 

の魅力や，やりがいを積極的に発信し，教職に対するイメージアップを図る 

ため，本委員会を設置し，有識者等からの意見を求める。 

 

 

 

２ メンバー等 

  産官学（民間，有識者，PTA，行政，学校）から８名の委員を選出 

 

 

 

 

３ 委員会での意見交換の内容 

・ 「かごしまの先生」の魅力や，やりがい 

・ 学校における「働き方改革」推進のための方策 

・ 信頼される教員の養成と確保のための方策 

・ 「かごしまの先生」の魅力発信 

 

 

４ 今後のスケジュール（案） 

・ 第 1 回会議 令和６年 ９月 ３日（火） 

・ 第 2 回会議 令和６年 10 月 21 日（月） 

・ 第 3 回会議 令和６年 11 月上旬 



審議会等の会議の公開に関する指針

平成13年３月23日決定

平成17年３月25日改正

平成18年12月１日改正

第１ 目的

この指針は，鹿児島県情報公開条例（平成１２年鹿児島県条例第１１３号。

以下「条例」という。）第２５条の規定に基づき，審議会等の会議の公開に関

する基本方針を定めてその審議の状況を明らかにすることにより，県民の県政

に対する理解と信頼を確保し，県民参加による公正で開かれた県政を一層推進

することを目的とする。

第２ 対象とする審議会等

この指針において｢審議会等」とは，附属機関その他これに類するものをいう｡

第３ 公開の基準

審議会等は，原則としてその会議を公開するものとする。ただし，次に掲げ

る場合は この限りでない。

(1) 条例第７条各号の不開示情報が含まれる事項について審議，審査，調査等

を行う会議を開催する場合

(2) 会議を公開することにより，当該会議の公正又は円滑な運営に著しい支障

が生ずると認められる場合

第４ 公開・非公開の決定

(1) 審議会等は，第３に定める公開の基準に基づき，会議の公開・非公開の決

定を行うものとする。

なお，公開の会議中において，会議を非公開とすべきであると認められる

に至ったときは，審議会等は会議を非公開とすることができるものとする｡

(2) 審議会等は，会議の審議事項に非公開とする事項とそれ以外の事項がある

場合において，審議を分割して行うことができると認められるときは，非公

開の事項に係る部分を除いて，会議を公開するよう努めるものとする。

第５ 公開の方法

(1) 審議会等の会議の公開は，会議の傍聴を希望する者に，当該会議の傍聴を

認めることにより行い，会場には一定の傍聴席を設けるものとする。

(2) 審議会等の長は，会議を円滑に運営するため，会場の秩序維持に努めるも

のとする。

(3) 審議会等は，報道機関の取材活動に対して十分配慮するものとする。



第６ 会議開催の周知

審議会等は，会議を開催するに当たっては，原則として当該会議の開催日の

１週間前までに，次の事項（非公開の会議を開催する場合は，（5）及び（6）

を除く。）を記載した案内を情報公開総合窓口（県政情報センター）に掲示す

るとともに，報道機関へその情報を提供し，インターネットを利用して県ホー

ムページに掲載するものとする。

ただし，緊急に会議を開催する必要があると認められるときは，この限りで

ない｡

(1) 開催日時

(2) 場所

(3) 議題

(4) 公開・非公開の別

(5) 傍聴者の定員

(6) 傍聴手続

(7) 問い合わせ先

(8) その他必要な事項

第７ 会議の結果等の公表

審議会等は，原則として当該会議の開催後１週間以内に次の事項（非公開の

会議を開催した場合は,(5)を除く。）を記載した会議の結果等に関する資料を

情報公開総合窓口（県政情報センター）に掲示するとともに，インターネット

を利用して県ホームページに掲載するものとする。

(1) 開催日時

(2) 場所

(3) 出席委員

(4) 公開・非公開の別

(5）傍聴者数

(6) 議題

(7) 審議結果等の概要

(8）問い合わせ先

(9) その他必要な事項

第８ その他

(1) この指針は，平成１３年４月１日以降に開催される審議会等の会議から適

用するものとする。

(2) 改正後の指針の規定は，平成１７年４月１日以降に開催される審議会等の

会議から適用するものとする。


